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議題（１） 
 
 
 地域雇用開発促進法に基づく北海道が策定する地域雇用開発計画

について 
 
１ 地域雇用開発促進法（雇用開発促進地域）のスキーム・・・・資料番号 １ 

２ 雇用開発促進地域における国の支援措置の概要 

（地域雇用開発助成金のご案内）       ・・・・・・資料番号 ２ 

３ 北海道函館地域雇用開発計画       ・・・・・・資料番号 ３ 

 

 



 

―指針の策定― 
＜厚生労働大臣＞ 

 

―計画の策定― 
＜都道府県＞ 

―同意― 
＜厚生労働大臣＞ 
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―国の支援措置― 
  

事業主に対する助成（地域雇用開発助成金） 
 

・事業所の設置・整備に伴う地域求職者の雇入れ助成（50 万円～800 万円） 

・地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例 

雇用開発促進地域の要件 
 

 

●ハローワークの範囲を基本（労働市場圏を想定） 

●一般又は常用有効求人倍率が全国平均の２/３（１以上の場合は１、0.67 未 

 満の場合は 0.67。全国平均が 0.67 未満の場合は全国平均）以下 

●労働力人口に対する求職者の割合が全国平均以上 

地域雇用開発計画 
・区域 

・地域雇用開発の方策 

・計画期間                 等 

地域雇用開発促進法（雇用開発促進地域）のスキーム 

資料１ 
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事業所の新規創業や増改築に伴い、従業員の雇用を検討している事業主の皆さまへ

地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース のご案内

次の(1)～(3)をすべて満たす施設または設備にかかる費用が対象です（→裏面Ｑ２参照）。

(1) 雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること

(2) 計画期間（最長18か月間）内に設置・整備が行われるものであること

(3) １点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること

雇用情勢の厳しい地域（→裏面Ｑ１参照）などで、事前に計画書を提出した上で事業所の設置・整備

を行い、対象労働者を３人（創業の場合は２人）以上雇い入れた事業主が対象です。

「地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）」は、雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備

あるいは創業に伴い、地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して支給する助成金です。

設置・整備に要した費用や対象労働者の増加人数などに応じて、以下の表の額を支給します。
（１年ごとに３回支給）

設置・整備費用
対象労働者の増加人数 （ ）内は創業の場合のみ適用※２

３(2)～４人 ５～９人 10～19人 20人以上

300万円以上

1,000万円未満

50万円 80万円 150万円 300万円

（100万円） （160万円） （300万円） （600万円）

1,000万円以上

3,000万円未満

60万円 100万円 200万円 400万円

（120万円） （200万円） （400万円） （800万円）

3,000万円以上

5,000万円未満

90万円 150万円 300万円 600万円

（180万円） （300万円） （600万円） （1,200万円）

5,000万円以上
120万円 200万円 400万円 800万円

（240万円） （400万円） （800万円） （1,600万円）

※１ 中小企業事業主の場合は、初回の支給時にこれらの額の１／２の額が上乗せされます。
※２ 創業の場合は、※１にかかわらず、対象労働者の増加人数２人から対象とし、初回の支給時に（ ）内の額が支給さ

れます。
※３ 上記表は令和5年4月1日以降に計画書を提出した場合の支給額です。当該日以前に計画書を提出していた場合は厚生

労働省HPをご参照ください。

１

助成金の要件

対象となる事業主

対象労働者の主な要件
● 雇い入れ日時点で、地域に居住する求職者であること※１

● ハローワークなどの紹介で雇い入れられた求職者であること

● 雇い入れ当初から、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること

● 継続して雇用する労働者※２として雇い入れられること

※１ 事業所を過疎等雇用改善地域もしくは特定有人国境離島等地域（→裏面Q1参照）に設置す
る場合、事業所の所在地を管轄するハローワークの管轄区域外から区域内に、申請書の提出完
了日までに住所を移転する求職者なども対象労働者となります。

※２ 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期
間が完了日から２年後の日以降まであることをいいます。

対象となる費用

助成額

都道府県労働局・ハローワーク

裏面に、この助成金に関するQ＆Aや支給申請の流れなどを掲載しておりますので、ご参照ください

TTXCFA
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この助成金の受給には、このリーフレットに掲載されていない各種要件があります。
ご不明な点は、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局へお問い合わせください。

※ 支給申請書提出後、書類審査に加え、原則として事業所の実地調査を行います。

２

よくある質問とその回答

Ｑ１ 「雇用情勢が厳しい地域」とはどのような地域を指しますか？

A１ 「雇用情勢の厳しい地域」とは、次の①～③の地域を指します。

① 同意雇用開発促進地域（求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域）

② 過疎等雇用改善地域（若年層・壮年層の流出が著しい地域）

③ 特定有人国境離島等地域

※ それぞれの地域の具体的な市町村名は、４ページの「対象地域一覧」でご確認ください。

※ ①～③の地域以外であっても特例措置により本助成金の対象となる場合があります（３ページ参照）。

Ｑ２ 具体的にどのような費用が対象として認められますか？

Ａ２ 例えば、以下のような費用が対象として認められます。

ただし、すべて１点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である必要があります。

◆事業所の新設または増設工事費用、内装工事費用

◆不動産購入費用

◆動産の購入費用（機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具など）

◆事業所や動産の賃借またはリース費用 など

注意！
右の費用は

助成の対象外です

・計画期間外に引き渡しや支払いがあった施設・設備にかかる費用
・賃貸借契約により賃料を得る施設・設備
・各種税金（消費税を除く）、各種保険料、振込手数料
・土地購入・土地賃借費、光熱料 など

受給の手続き

計画日 ① 「計画書」などの必要書類を管轄労働局長に提出する

計画期間（最長18か月）
② 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を行う（300万円以上）

③ 要件を満たす労働者を雇い入れ、３人（創業の場合は２人）以上増加させる

完了日 ④ 「完了届（第１回支給申請書）」などの必要書類を管轄労働局長に提出する

１年間

被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着

支給申請 ⑤ 「支給申請書（２回目）」などの必要書類を管轄労働局長に提出する

１年間

被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着

支給申請 ⑥ 「支給申請書（３回目）」などの必要書類を管轄労働局長に提出する

：事業主が行う手続き ：事業主が事業所内で行う取り組み



※１ 地域活性化雇用創造プロジェクトとは、都道府県が地域の協議会の了承を得て提案する事業の中から、コンテスト

方式で正社員雇用の場を確保する効果が高い事業を選定し、その事業を都道府県が主体となって実施する制度です。

※２ 対象労働者は、実施主体の都道府県に居住する求職者です。

※３ 当該事業所で働く通常の労働者（無期雇用かつフルタイム）と、適用される賃金制度と１週間の所定労働時間が同一の

者に限ります。

※４ 創業の場合は、対象労働者の増加人数２人から対象となります。

※５ 対象となる都道府県名は、４ページの「対象地域一覧」でご確認ください。

※６ 上記表は令和5年4月1日以降に計画書を提出した場合の支給額です。当該日以前に計画書を提出していた場合は厚

生労働省HPをご参照ください。

※１ 地域の安定的な雇用機会の増大を図る事業に限ります。

※２ 都市部（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府）を除きます。

※３ 対象労働者は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が実施される地方公共団体の区域に居住する求職者です。

※４ 中小企業事業主の場合は、初回の支給時にこれらの額の１／２の額が上乗せされます。

※５ 対象となる都道府県名・市区町村名は、４ページの「対象地域一覧」でご確認ください。

※６ 上記表は令和5年4月1日以降に計画書を提出した場合の支給額です。当該日以前に計画書を提出していた場合は厚生

労働省HPをご参照ください。 ３

対象事業主
厚生労働大臣が選定した地域活性化雇用創造プロジェクト（通称：地プロ）を実施する

都道府県の承認を受けた事業主

主な受給要件
地プロが実施される区域内に事業所を設置・整備の上、対象労働者※２を正社員※３として

雇い入れること。

助成額
事業所の設置等の費用と雇い入れで増加した労働者数に応じて、下表の額を助成します

（１年ごとに３回支給）。なお、第１回目の支給時に対象労働者１人あたり50万円が上

乗せ支給され、１事業所あたりの上乗せ支給人数は20人が上限です。

対象事業主
認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生

寄附活用事業※１ に関連する寄附を行った事業主

主な受給要件
当該事業が実施される地方公共団体※２の区域内に事業所を設置・整備の上、対象労働者※

３を継続して雇用する労働者として雇い入れること

助成額
事業所の設置等の費用と雇い入れで増加した労働者数に応じて、下表の額を助成します

（１年ごとに３回支給）。なお、この特例は１事業所あたり１回のみ適用されます。

特例措置

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）寄附事業主に対する特例

地域活性化雇用創造プロジェクト※１参加事業主に対する特例

設置・整備費用
対象労働者の増加人数

３～４人 ５～９人 10～19人 20人以上

300万円以上

1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円

1,000万円以上

3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円

3,000万円以上

5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円

5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

設置・整備費用
対象労働者の増加人数 （ ）内は創業の場合のみ適用

３(2)～４人 ５～９人 10～19人 20人以上

300万円以上

1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円

1,000万円以上

3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円

3,000万円以上

5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円

5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円



４

全国の対象地域一覧

同意雇用開発促進地域 特定有人国境離島等地域過疎等雇用改善地域

厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。地域によって、指定期間が異なりますのでご注意ください。

＊詳細は、「地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）支給申請の手引」を
ご覧ください。

＊ご不明な点は、最寄りの労働局またはハローワーク（公共職業安定所）に
お尋ねください。

URL

（問い合わせ先一覧）

（注）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の区域内に事業所を

設置または整備する事業主は対象外です。

地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例対象地域（注）

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）寄附事業主に対する特例対象地域
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北海道函館地域雇用開発計画 

 

はじめに 

 本道の経済情勢は、令和２年から新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けたものの、令

和５年の５類への移行とともに持ち直しの動きが続いている。 

雇用情勢は、持ち直しの動きに弱さがみられ、有効求人倍率は、令和５年４月以降連続で前年

同月を下回っているほか、本道では、全国を上回るペースで人口減少や少子高齢化が進んでおり、

それに伴う人手不足の深刻化等により地域産業の停滞が懸念されているが、中でも函館地域の雇

用情勢は厳しい状況であり、良質で安定的な雇用の場の確保が課題となっている。 

 このため、この地域が地域雇用開発促進法に定める雇用開発促進地域に該当すると認められる

ことから、同法の支援施策を最大限活用し、「北海道雇用・人材対策基本計画」や当該計画に基

づき毎年度策定する「推進計画」を着実に実施するため、同法第５条第１項に基づき「北海道函

館地域雇用開発計画」を策定する。 

 

Ⅰ 雇用開発促進地域の区域 

１ 対象区域 

函館地域は、次の２市 16 町とする。 

 

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、 

木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、 

長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、 

乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 

 

 

２ 地域の概況 

 （1）地勢及び人口 

 函館地域は、北海道の南西部に位置し、東は太平洋、西は日本海、南は津軽海峡に面してお

り、津軽海峡を挟んで、青森県と隣接している。 

また、中央部には常時観測火山駒ヶ岳があり、山麓の大沼・小沼・蓴菜沼の３湖沼を含む一

体は「大沼国定公園」に指定されている。このほか、「松前・矢越」、「恵山」、「檜山」の

３つの道立自然公園があり、風光明媚な自然環境に恵まれている。 

 令和２年国勢調査によると、人口の割合は、全道の 7.9％となっている。また、平成 27 年国

勢調査と比べ 6.5％減少しており、全道よりも早いペースで人口減少が進行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）産業の概況 

   ① 産業の特色 

この地域では、温暖な気候を生かした稲作や園芸作物、酪農・畜産などの農業、ホタテガ

イの養殖やイカなど海域ごとに特色のある漁業、スギやトドマツなどの森林資源を活かした

林業など、幅広い分野における一次産業が展開されている。 

また、この地域の製造業は、水産加工を主体とする食料品製造業や食品機械製造業、造船

   人口の推移                                （単位：人） 
 平成 27 年 令和２年 増減率  

    
 

 

全  道 5,381,733 5,224,614 ▲2.9% 

函館地域 442,668 413,767 ▲6.5% 

 割合 8.2% 7.9% ▲0.3P 

   Ｐ（ポイント）は割合比差            出所：総務省「国勢調査」  

資料３ 
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業など海洋関連製造業が中心となっているが、近年では、電子部品等の先端技術産業の立地

が進むとともに、産学官連携による共同研究が活発化しており、地域の水産資源等を活用し

た新産業創出や地域ブランドの確立に向けた取組が進められている。一方、北海道新幹線が

開通し、通年型観光や滞在型・広域型観光に向けた取組も進められている。 

  

 ② 事業所数 

令和３年経済センサス－活動調査による事業所数は 18,547 事業所で、平成 28 年経済セン

サス－活動調査に比べ減少している。令和３年の産業別の事業所数を見ると、卸売業，小売

業の割合が 25.2％と最も高く、次いで、宿泊業，飲食サービス業、建設業、生活関連サービ

ス業，娯楽業の順であり、この４産業で全体の 58.5％を占めている。 

産業別事業所数の推移                                 （単位：所） 

  函 館 地 域 全  道 
 令和３年 平成 28 年 

【参考】 
令和３年 平成 28 年 

【参考】 
 

（構成比） （構成比） （構成比） （構成比）  

農林漁業 
250 189 5,122 4,232

1.3% 0.9% 2.4% 1.9%

鉱業，採石業， 
砂利採取業 

17 17 171 171

0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

建設業 
1,998 2,117 21,256 21,361

10.8% 10.2% 9.8% 9.5%

製造業 
1,013 1,167 10,246 10,818

5.5% 5.6% 4.7% 4.8%

電気･ガス 
･熱供給･水道業 

35 32 476 329

0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

情報通信業 
125 116 2,544 2,206

0.7% 0.6% 1.2% 1.0%

運輸業，郵便業 
506 519 6,445 6,445

2.7% 2.5% 3.0% 2.9%

卸売業，小売業 
4,680 5,408 51,407 56,213

25.2% 26.1% 23.8% 25.0%

金融業，保険業 
342 368 4,006 4,137

1.8% 1.8% 1.9% 1.8%

不動産業，物品賃貸業 
1,050 1,159 15,424 15,707

5.7% 5.6% 7.1% 7.0%

学術研究， 
専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 

589 586 8,971 8,346

3.2% 2.8% 4.2% 3.7%

宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業 
2,366 3,062 27,724 32,259

12.8% 14.8% 12.8% 14.4%

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業， 
娯楽業 

1,811 2,089 18,627 20,386

9.8% 10.1% 8.6% 9.1%

教育，学習支援業 
460 504 5,457 5,708

2.5% 2.4% 2.5% 2.5%

医療，福祉 
1,572 1,561 19,946 18,506

8.5% 7.5% 9.2% 8.2%

複合サービス事業 
228 240 1,833 1,916

1.2% 1.2% 0.8% 0.9%

サービス業 
(他に分類されないもの) 

1,505 1,554 16,469 15,978

8.1% 7.5% 7.6% 7.1%

全産業計(公務を除く) 
18,547 20,688 216,124 224,718

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

出所：総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査結果」及び総務省・経済産業省「令和３
年経済センサス-活動調査結果」 

※令和３年経済センサス-活動調査は、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができないことか
ら、平成 28 年経済センサス-活動調査結果については「参考」と表章している。（集計結果の時系列比較を行う際は、
留意が必要。） 
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３ 雇用開発促進地域の該当要件 

 （1）地域の一体性 

函館地域は、東が太平洋、西は日本海、南は津軽海峡に面した渡島半島に位置し、一部に離

島を含むものの、地理的に連続した地域であり、ＪＲ函館線等の鉄道や、札幌方面へ通じる国

道５号や北海道縦貫自動車道、函館市と江差町を結ぶ国道 227 号を基幹とする多くの国道や道

道で連結された道路網による交通ネットワークが構築されている。 

空港・港湾施設としては函館空港や函館港などが整備されており、この地域における行政機

関や大規模事業所、流通団地等の多くが集積している函館市を中心とした一体的な経済圏を形

成し、水産加工を主体とする食料品製造業や造船業などの海洋関連製造業を中心に発展してい

る。 

また、一次産業では、農協や漁協の広域合併が進み、渡島半島一円を所管エリアとする広域

農協が誕生し、統一ブランドのもとに生産・出荷が行われている。 

さらに、観光分野では、北海道新幹線や世界文化遺産である縄文遺跡群等を活用した誘客促

進等、地域内において人的・物的な交流が活発に行われている。 

 

（2）多数の求職者の居住と雇用機会の不足の状況 

   この地域の労働力人口 195,917 人（R2 国勢調査）に対する一般有効求職者数（月平均値）の

割合は、最近３年間の平均で 4.0％となっている。これは、全国の割合 3.2％を上回っており、

求職者数の割合が相当程度に高い状況にあるといえる。 

 

   また、一般有効求人倍率については、令和６年が 0.83 倍、最近３年間の平均が 0.87 倍と雇

用機会が著しく不足した状況にあり、令和６年において、全国平均により定められた雇用開発

促進地域の対象要件を満たす数値となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  当該地域に居住する求職者数の割合〔労働力人口 195,917 人〕        （単位：人） 

 函館地域 全国 

R6 年 R4-R6 年平均 R6 年 R4-R6 年平均 

一般有効求職者数(月平均値) 7,641   7,749   1,929,824 1,924,981 

労働力人口に占める割合    3.9％      4.0％    3.2％ 3.2％ 

 ※一般有効求職者数は、学卒を除きパートを含む。          出所:北海道労働局 

  最近３年間の一般有効求人倍率の状況(月平均値)          （単位：人、倍） 

 

 

函館地域 全国  

R6 年 R4-R6 年平均 R6 年 R4-R6 年平均 

 有効求職者数 7,641   7,749   1,929,824 1,924,981 

 有効求人数 6,343     6,728     2,413,695 2,461,420 

 有効求人倍率 0.83  0.87    1.25 1.28 

 (雇用開発促進地域の対象要件) （0.83） （0.85）    

※学卒を除き、パートを含む。                   出所:北海道労働局 
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Ⅱ 労働力の需給状況その他の雇用の動向 

１ 労働力人口の動態 

令和２年国勢調査による労働力人口は 195,917 人で全道の 8.0％に当たり、前回調査（平成 27

年）に比べ 6.9％減少し、全道の減少率 4.1％を上回っている。また、年齢区分別の割合では、全

道に比べ、44 歳以下は低く、45歳以上は高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  就業構造                                                                       

令和２年の国勢調査によると、就業者数は 186,106 人となっており、全道の 7.9％の割合を占

めている。産業別にみると、第１次産業が 8.1％、第２次産業が 19.2％、第３次産業が 72.7％と

なっており、全道に比べ、第１次産業と第２次産業の割合が高くなっている。 

 

また、令和３年経済センサス－活動調査により、事業所の産業分類別に従業者数を見ると、卸

売業,小売業が最も多く、次いで、医療,福祉、製造業、宿泊業,飲食サービス業の順となっており、

この４産業で全体の 58.5％を占めている。構成比では、製造業 10.8％（全道 8.7％）、建設業 9.4

％（全道 8.5％）、宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞｽ業 9.5％（全道 8.6％）などが全道に比べ高くなっている。 

産業別就業者の状況（令和２年）                     （単位：人） 

 就業者の
総数 

産 業 別 就 業 者 数 分類不能の
産業 第１次産業 第２次産業 第３次産業 

就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 

函館地域 186,106 14,623 8.1% 34,852 19.2% 131,577 72.7% 5,054

全道合計 2,347,270 156,298 6.8% 387,947 17.0% 1,738,586 76.2% 64,439
対道内構成比 7.9% 9.4%  9.0%  7.6%  7.8%
※構成比は、「分類不能の産業」を除いた就業者に占める割合   出所：総務省「令和２年国勢調査」 

 労働力人口の推移                     （単位：人） 
 平成 27 年  令和２年 増減率  

 
  

 

 函館地域 210,506 195,917 ▲6.9% 

 全  道   2,553,043 2,449,395 ▲4.1% 

 割  合 8.2％ 8.0％ ▲0.2P 

Ｐ（ポイント）は割合比差       出所：総務省「国勢調査」 

 年齢区分別の労働力人口（令和２年）                              （単位：人） 
 
 
 
 
 

 24 歳以下 25～29 30～44 45～54 55 歳以上 合 計  

 函館地域 12,633 11,846 49,413 46,252 75,773 195,917 

 割合 6.4％ 6.0％ 25.2％ 23.6％ 38.7％ 100.0％ 

 全   道   178,803 167,496 653,923 571,403 877,770 2,449,395 

 割合 7.3％ 6.8％ 26.7％ 23.3％ 35.8％ 100.0％ 

 全道の割合との差 ▲0.9P ▲0.8P ▲1.5P 0.3P 2.9P   

                                               出所：総務省「令和２年国勢調査」 
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３  求人求職の状況 

北海道労働局によると、令和６年の有効求職者数（月平均値）は 4,410 人となり、令和４年の

4,779 人に比べ 7.7％減少している。また、有効求人数（月平均値）は 3,877 人となり、令和４年

の 3,888 人に比べ 0.3％減少しており、この結果、令和６年の常用有効求人倍率は 0.88 倍となり、

令和４年から 0.07 ポイント上昇しているものの、全道の有効求人倍率に比べ 0.18 ポイント下回

っている。 

 

 

 

  

 

       求人求職の状況（各年月平均値、常用（学卒及びパート除く））    （単位：人、倍） 
   

 

 

 

 

 
 

令和４年 
A 

令和５年 
 

令和６年 
B 

増減率 
(B-A)/A 

函館地域 

有効求職者数 4,779 4,458 4,410 ▲7.7％ 

有効求人数 3,888 3,924 3,877 ▲0.3％ 

有効求人倍率 0.81 0.88 0.88 0.07Ｐ 

 全道 

有効求職者数 53,926 53,146 52,647 ▲2.4％ 

有効求人数 62,050 58,598 55,553 ▲10.5％ 

有効求人倍率 1.15 1.10 1.06 ▲0.09Ｐ 

Ｐ(ポイント)は増減差(B-A)                     出所:北海道労働局 

事業所の産業分類別従業者数（令和３年）                       （単位：人） 
 

 
函 館 地 域 全 道 

全道に占
める割合 従業者数 構成比 従業者数 構成比 

農林漁業 2,540 1.6% 46,750 2.2% 5.4% 

鉱業，採石業，砂利採取業 204 0.1% 1,632 0.1% 12.5% 

建設業 15,075 9.4% 183,261 8.5% 8.2% 

製造業 17,269 10.8% 187,396 8.7% 9.2% 

電気･ガス･熱供給･水道業 682 0.4% 10,857 0.5% 6.3% 

情報通信業 1,897 1.2% 44,321 2.0% 4.3% 

運輸業，郵便業 10,222 6.4% 133,986 6.2% 7.6% 

卸売業，小売業 34,011 21.2% 456,909 21.1% 7.4% 

金融業，保険業 3,667 2.3% 48,805 2.3% 7.5% 

不動産業，物品賃貸業 3,500 2.2% 60,906 2.8% 5.7% 

学術研究，専門･技術ｻｰﾋﾞｽ業 2,540 1.6% 61,975 2.9% 4.1% 

宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業 15,229 9.5% 186,116 8.6% 8.2% 

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業 6,636 4.1% 85,622 4.0% 7.8% 

教育，学習支援業 4,156 2.6% 64,961 3.0% 6.4% 

医療，福祉 27,133 16.9% 352,552 16.3% 7.7% 

複合サービス事業 2,450 1.5% 27,821 1.3% 8.8% 

ｻｰﾋﾞｽ業（他に分類されないもの） 12,882 8.0% 211,520 9.8% 6.1% 

全産業計（公務を除く） 160,093 100.0% 2,165,390 100.0% 7.4% 

出所：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス－活動調査結果」  
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北海道労働局によると、令和６年の新規求人数は 24,625 人、新規求職者数は 16,287 人で、新

規求人倍率は 1.51 倍となっている。 

職種別での新規求人倍率は、事務的職業と農林漁業の職業で１倍を下回る数値となっている。 

 

 

４ 離職者の動向 

北海道労働局によると、令和６年の雇用保険資格喪失者数は 14,064 人となり、令和４年に比べ

3.8％減少している。 

また、令和６年の事業主都合による離職者数は 826 人で令和４年より 14.6％減少しているもの

の、事業主都合の離職率は、全道の水準を上回る状況が続いている。 

最近３年間の事業主都合離職等状況                    （単位：人） 
 

 
令和４年 

A 
令和５年 

 
令和６年 

B 
増減率 
(B-A)/A 

函館地域 

雇用保険資格喪失者数 14,629 14,358 14,064 ▲3.8％ 

うち事業主都合による離職 968 1,017 826 ▲14.6％ 

事業主都合離職率 6.6％ 7.1％ 5.9％ ▲0.7Ｐ 

全道 

雇用保険資格喪失者数 257.806 259,125 254,091 ▲1.4％ 

うち事業主都合による離職 11,944 12,969 13,996 17.2％ 

事業主都合離職率 4.6％ 5.0％ 5.5％ 0.9Ｐ 

Ｐ(ポイント)は増減差(B-A)                                出所：北海道労働局 

  新規求人求職の状況（年平均値、職業別、令和６年）          （単位：人、倍） 

  函館地域 全道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規求人数 新規求職者数 新規求人倍率 新規求人数 新規求職者数 新規求人倍率 

管理的職業 46 21 2.19 518 378 1.37

専門的・技術的職業 4,880 2,107 2.32 73,704 26,934 2.74

事務的職業 2,547 3,272 0.78 35,436 43,084 0.82

販売の職業 3,478 861 4.04 28,921 9,730 2.97

サービスの職業 6,024 2,163 2.79 84,630 20,696 4.09

保安の職業 583 191 3.05 8,793 1,613 5.45

農林漁業の職業 123 161 0.76 4,317 1,832 2.36

生産工程の職業 1,839 831 2.21 27,680 6,798 4.07

輸送・機械運転の職

業 

1,498 909 1.65 22,876 8,679 2.64

建設・採掘の職業 1,676 577 2.90 21,126 3,530 5.98

運搬・清掃・包装等

の職業 

1,931 1,820 1.06 28,274 20,312 1.39

分類不能の職業 0 3,374 0.00 0 43,839 0.00

職業 計 24,625 16,287 1.51 336,275 187,425 1.79

全道に対する構成比 7.3% 8.7% ▲0.28P 

Ｐ（ポイント）は全道との倍率差                                出所:北海道労働局 
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Ⅲ 地域雇用開発の目標 

 この地域の雇用動向は、全国と比較して労働力人口に占める求職者数の割合が相当程度高いこ

とに加え、当該求職者の総数に比べ、著しく雇用機会が不足した状況が続いているため、地域産

業の振興と雇用機会の拡大を図る必要がある。 

この地域における産業基盤や産業集積の状況、産業活動の動向等を踏まえ、地域産業の高度化、

活性化及び新産業の創出を促進し、地域雇用開発促進法の支援施策を最大限活用することにより、

雇用機会の創出を通じて、地域内の求職者に良好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善

を図っていくこととする。 

 なお、地域雇用開発促進法の支援施策である地域雇用開発助成金の活用により、計画期間中に

新たに雇用を創出する人数は、99人を目標とする。 

 

この地域における R3～R5 年の一般有効求職者数（月平均値）に、当該助成金の雇用創出実績

率（雇用創出数／一般有効求職者数）を乗じ、さらに雇用創出を加速するための努力目標とし

て５割増しの人数を目標値として算定した。 

             7,323 人 × 0.9％ × 1.5 ≒ 99 人 

 

Ⅳ 地域雇用開発を促進するための方策 

１  地域雇用開発の促進のための措置 

 （1）新たな雇用機会の開発の促進 

この地域は、農林水産業やその関連産業、海洋関連製造業及び観光関連産業などを中心とす

る地域であり、その特性や実情を踏まえ、農商工連携などにより地場産業の技術の高度化や高

付加価値製品・サービスの開発、地域ブランドの確立を促進するとともに、産業支援機関を中

心とした産学官連携による新技術・新製品等の開発・事業化、今後成長が期待される産業の育

成などを促進する。 

また、食や観光、再生可能エネルギーなど地域の資源や特性を活かして、地域を支える産業

の振興や企業誘致を推進するとともに、新規創業や中小企業の新事業展開を支援するほか、「大

沼国定公園」に代表される自然環境や、世界文化遺産である縄文遺跡群、歴史的建造物などを

活用した魅力ある観光地づくり、観光産業の振興に取り組む。 

さらに、北海道縦貫自動車道、函館・江差自動車道などの幹線道路や北海道新幹線、函館空

港や奥尻空港、重要港湾である函館港など産業基盤の整備を促進する。 

なお、これらの取組を通じ、企業の誘致や新規創業・新事業展開などを促進するにあたって

は、国の地域雇用開発助成金制度をはじめとした事業主に対する各種助成金について、関係機

関と連携し、制度の周知に努め、助成措置を有効に活用する。 

 

 （2）職業能力の開発 

地域内における公共職業能力開発施設としては、道立函館高等技術専門学院（函館市）や、

高齢・障害・求職者雇用支援機構のポリテクセンター函館（函館市）が立地しており、自動車

整備、システム制御技術、機械技術、建築技術等の訓練が実施されている。 

民間の職業能力開発施設としては、檜山地域人材開発センター（江差町）のほか、中小企業

事業主等が知事の認定を受けて職業訓練を実施する認定職業訓練校が 1箇所あり、地域産業に

密着した職業訓練が行われている。また、民間教育訓練機関等が国の求職者支援制度を活用し

て職業訓練を実施している。 

今後とも、北海道労働局、公共職業安定所及び地域の事業主団体等と十分な連携を図りなが

ら、職業訓練に係る地域・産業の課題、ニーズを踏まえつつ、地域の実情に応じた効果的な職

業能力開発を推進し、企業進出、地域の企業の事業展開等に際して必要となる人材の育成・確

保に努めることとする。 

なお、技術革新や産業構造の変化に伴う労働移動が進展する中にあっては、企業における人

材育成の強化に努めることに加えて、労働者自身の自発的な職業能力開発を促進することも重
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要であることから、教育訓練給付制度、人材開発支援助成金などの国の施策の活用を促進して、

地域内労働者のキャリア形成を積極的に支援していくものとする。 

 

（3）労働力需給の円滑な結合の促進 

ハローワークにおいては、雇用の維持・確保や新たな雇用創出に伴う労働需要に適切に対処す

るため、求職者に対する適切な職業指導・相談や事業主に対する指導・援助を行うところである

が、道においても、関係機関と連携を図りながら、ジョブカフェ・ジョブサロン北海道を活用し、

知識・技能の習得機会の提供や、カウンセリング・セミナー等の就職支援の実施、企業説明会を

はじめとする多様なマッチングの機会の提供を行う。 

また、大量離職者の発生など地域における大規模な雇用変動に対しては、国や道をはじめ、地

元関係者が協力して、就職相談、生活相談、職業訓練を設定するなどして、地域の雇用不安が拡

大しないよう適切に対処する。 

 

 （4）各種支援措置の周知徹底 

地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について、事業主、求職者に対して

周知徹底を図ることができるよう、北海道労働局や対象地域となる各市町、その他関係機関と

緊密に連携し、パンフレットの作成・配布をはじめ、各種広報メディア等を活用して周知徹底

を図り、当該措置の積極的な活用が図られるように努める。 

 

 （5）地域雇用開発の効果的な推進 

関係市町村、経済団体、労働団体等、地域における関係者の共通認識の形成と連携の促進を

図りながら、地域雇用開発を効果的に推進する。 

 

２ 地域雇用開発の促進に資する北海道の取組 

道では、「北海道雇用創出基本条例」に基づき、雇用の創出に関する施策を総合的かつ計画的

に推進していくため、「北海道雇用・人材対策基本計画」を策定し、「人材の育成・確保」、「就

業環境の整備」、「生産性や収益力の向上」、「雇用のセーフティネットの整備」を柱として産

業振興と雇用対策の一体的展開を図り、雇用の創出、維持・安定に取り組んでいるところである。 

この計画の実効性を高め的確な施策展開を図るため、各年度における取組内容や具体的事業に

ついて推進計画を策定し、着実に取り組んでいくことにより地域の雇用開発を促進する。 

また、地域における雇用施策を進めるためには、地域が主体となって、地域の資源や潜在力を

有効活用するなどの取組が重要であり、季節労働者の通年雇用化の促進にも配慮しつつ、国や道

の産業・雇用施策の積極的な活用を促進するとともに、地域の産業団体や労働団体、教育機関、

行政機関が一堂に会し、地域の雇用創出や若者等の地元就職・定着化などを進めるために設置さ

れた「地域雇用ネットワーク会議」を活用し、地域の関係者が密接な連携を図りながら創意に満

ちた雇用創出などの取組を総合的に推進していく。 

 

Ⅴ 計画期間 

 

  計画期間は、厚生労働大臣の同意を得た日から３年間とする。 
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